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長野市総合計画審議会条例

平成14年３月29日

長野市条例第４号

（設置）

第１条 本市の基本構想及びこれに基づく基本計画（以下「総合計画」という。）に関し、

必要な事項を調査及び審議するため、長野市総合計画審議会（以下「審議会」という。）

を設置する。

（任務）

第２条 審議会は、市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について調査及び審議する。

（組織）

第３条 審議会は、委員20人以内で組織する。

２ 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(１) 学識経験者

(２) 市長が必要と認める者

（任期）

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

（会長及び副会長）

第５条 審議会に、会長及び副会長各１人を置き、委員の互選によりこれを定める。

２ 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

３ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第６条 審議会は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。

２ 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

３ 審議会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に

出席させ、意見を述べさせることができる。

（分科会）

第７条 審議会に、必要に応じ分科会を置くことができる。

２ 分科会に属すべき委員は、会長が指名する。

３ 分科会に、座長１人を置き、分科会に属する委員の互選によりこれを定める。

４ 座長は、分科会の事務を掌理し、分科会の審議の状況及び結果を会長に報告する。

５ 座長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから座長があらかじめ指名する者

が、その職務を代理する。

６ 分科会に、専門の事項を調査及び審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を

置くことができる。

７ 専門委員は、市長が委嘱する。

８ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査及び審議が終了したときは、解任されるもの

とする。

＜参考資料 １＞
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（書記）

第８条 審議会に、書記若干人を置き、市職員のうちから市長が任命する。

２ 書記は、会長の命を受けて審議会の所掌事務に従事する。

（委任）

第９条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定め

る。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、平成14年４月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例の規定に基づき最初に委嘱される審議会の委員の任期は、第４条本文の規定に

かかわらず、平成16年３月31日までとする。

（長野市特別職の職員等の給与に関する条例の一部改正）

３ 長野市特別職の職員等の給与に関する条例（昭和41年長野市条例第24号）の一部を次の

ように改正する。

（次のよう略）

（豊野町、戸隠村、鬼無里村及び大岡村の編入に伴う経過措置）

４ 第３条の規定の適用については、平成20年７月19日までの間に限り、同条第１項中「20

人」とあるのは「22人」と、同条第２項中「委嘱する。」とあるのは「委嘱する。この場

合において、委員のうち２人は、豊野地区、戸隠地区、鬼無里地区又は大岡地区の区域に

住所を有する者とする。」と読み替えるものとする。

５ 改正後の長野市総合計画審議会条例の規定に基づき最初に委嘱される審議会の委員の任

期は、第４条本文の規定にかかわらず、平成17年７月１日に現に委員である者の任期の残

任期間と同一の期間とする。

附 則（平成17年６月30日条例第31号）

この条例は、平成17年７月１日から施行する。
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長野市総合計画審議会作業部会（市民フォーラム21）設置要綱

（設置）

第１ 市民の参画を得て協働して第四次長野市総合計画後期基本計画の策定に必要な

事項を検討するため、長野市総合計画審議会作業部会（市民フォーラム21）（以下

「部会」という。）を置く。

（任務）

第２ 部会は、次に掲げる事項を検討する。

(1) 第四次長野市総合計画後期基本計画の策定に必要な事項

(2) その他市長が必要と認める事項

（部会の名称及び定数）

第３ 部会の名称は次のとおりとし、その定数はそれぞれ10人以内とする。

(1) 保健・福祉部会

(2) 環境部会

(3) 防災・安全部会

(4) 教育・文化部会

(5) 産業・経済部会

(6) 都市整備部会

（部会の委員）

第４ 部会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 長野市総合計画審議会委員

(2) その他市長が必要と認める者

（任期）

第５ 部会の委員の任期は、第２に規定する任務が終了するまでの間とする。

（部会長及び副部会長）

第６ 部会に、部会長及び副部会長各１人を置き、部会員の互選によりこれを定める。

２ 部会長は、会務を総理し、部会を代表する。

３ 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。

（会議）

第７ 部会は、部会長が招集し、部会長が会議の議長となる。

２ 会議の議事は、出席部会員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。

３ 部会長は、必要があると認めるときは、事案に関係ある者の出席を求め意見を聴

くことができる。

（庶務）

第８ 部会の庶務は、企画政策部企画課が行う。

（補則）

第９ この要綱に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定

める。

＜参考資料 ２＞
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附 則

（施行期日）

１ この要綱は、告示の日から施行する。

（長野市総合計画審議会作業部会（市民フォーラム21）要綱の廃止）

２ 長野市総合計画審議会作業部会（市民フォーラム21）要綱（平成17年長野市告示

第 360号）は、廃止する。

（失効）

３ この要綱は、平成24年３月31日限り、その効力を失う。
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長野市総合計画審議会 企画課事務局体制

事務局担当 職・氏名

総括 課長 藤 澤 孝 司

副総括・行政経営分野担当 課長補佐 望 月 勇 次

保健・福祉分野担当 主査 永 井 敬 子

環境分野担当 主事 藤 倉 朋 子

防災・安全分野担当 係長 湯 本 智 晴

教育・文化分野担当 主査 望 月 徹

産業・経済分野担当 主事 拝 野 昌 彦

都市整備分野担当 主事 柴 祐 樹

企画政策部 企画課

住所 〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町１６１３番地

電話（直通）２２４－５０１０

ＦＡＸ ２２４－５１０３

Ｅメール kikaku@city.nagano.nagano.jp
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